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臨時休業期間中の家庭への連絡について

平素から，本校教育に御理解と御支援をいただきお礼申し上げます。
さて，本校では４月１０日から，新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業となりました。また，こうした状況の中，京都市教育委員会から，臨時休業期間中「登校日」等について「電話や家庭訪問等による確認・指導」に変更する方針が示されました。
これを受け，本校では下記のとおり対応することとしますので，お知らせします。


記

（１）確認内容
　　＊生徒の健康観察等について
＊追加課題の配布，課題の進捗状況の確認。

（２）健康観察や課題の配布等について
＊４月１４日（火）をめどに，５月６日（水）までの追加課題を作成します。
＊４月１５（水）から，１週間をめどに学習課題の配布を開始し，その際，可能な範囲で，生徒への指導や健康についての確認を行います。

（３）その他
　　＊生徒たちの様子を把握することを目的に実施します。連絡をとる時間が，保護者の方が不在の多い日中の時間帯となりますが，保護者の方がご不在でも生徒との指導・確認ができればと考えています。御理解いただきますようお願いいたします。

[bookmark: _GoBack]＊９：００～１６：００をめどに家庭訪問などを行います。また，４月１０日（金）でお知らせした「臨時休業期間中の登校園日等への対応について（登校日中止等）」では，「家庭訪問の時間帯については，事前に電話連絡をいたします」と掲載しておりましたが，学校の電話回線が２回線しかないことや，多くの子どもたちと連絡をとることなどから，時間帯を事前に連絡することが困難な状況です。重ねてご理解いただけますよう，お願いいたします。

　　＊上記の趣旨で家庭訪問等を実施しますが，ご家庭の事情で家庭訪問を希望されないご家庭は，担任までご相談くださいますようお願いします。（電話番号４９２－１８８４）毎日の，ホームページのご確認，御願いします。


